
 

二
〇
一
八
年
（
平
成
三
〇
年
）
の
思
文
閣

古
書
資
料
目
録
二
九
五
号
に
、
静
岡
県
に
関

す
る
次
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
た
。
政
権
を
樹

立
し
た
早
々
の
足
利
尊
氏
が
建
武
四
（
一
三

三
七
）
年
に
、
料
所
と
し
て
駿
河
国
得
倉
郷

（
現
在
の
静
岡
県
三
島
市
徳
倉
）
を
寄
進
し

た
文
書
で
あ
る
。
静
岡
県
内
で
は
ま
ず
知
ら

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
機
会

に
紹
介
し
た
い
。 

こ
の
文
書
は
掛
軸
で
、
文
書
本
紙
は
縦
三

二
．
六
セ
ン
チ
、
横
三
四
．
八
セ
ン
チ
、
天

地
左
右
は
裁
断
さ
れ
て
軸
装
さ
れ
て
い
る
。

次
に
そ
の
本
文
を
示
そ
う
。 

【
足
利
尊
氏
寄
進
状
】 

神
用
米
料
所
事 

駿
河
国
得
倉
郷 

右
、
神
用
米
等
者
、
以
当
国
之
乃
貢
、

往
代
致
沙
汰
之
処
、
追
年
及
難
済
云

々
、
仍
為
彼
料
所
々
令
寄
附
当
郷
也
、

為
一
円
不
輸
地
、
可
致
沙
汰
之
状
如

件
、 建

武
四
年
十
一
月
十
日 

源
朝
臣

（
花
押
） 

 

内
容
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
当
国
」
（
駿
河
）

の
「
乃
貢
」
で
「
神
用
米
」
を
納
め
て
き
た

が
、
そ
の
納
入
が
年
々
厳
し
く
な
っ
た
の

で
、
「
一
円
不
輸
」
の
「
料
所
」
と
し
て
得

倉
郷
を
寄
附
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

文
書
の
署
判
に
は
尊
氏
の
花
押
が
す
え
ら

れ
て
い
る
。
古
書
資
料
目
録
の
写
真
図
版
を

見
る
限
り
、
文
字
や
文
言
に
問
題
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
花
押
は
本
文
と
は
別
の
墨
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
文
書
の
日
下
に
「
源
朝
臣
」

（
花
押
）
と
し
た
尊
氏
の
寄
進
状
に
は
、
こ

の
時
期
に
は
三
島
大
社
や
富
士
浅
間
社
あ

て
の
寄
進
状
が
あ
る
。 

こ
の
文
書
に
は
こ
の
よ
う
に
用
件
は
書

か
れ
る
も
の
の
、
文
書
の
宛
所
に
あ
た
る
情

報
が
な
い
。
一
行
目
の
書
き
出
し
は
「
神
用

米
料
所
事
」
で
あ
る
が
、
本
来
は
冒
頭
に
「
寄

進
」
「
寄
附
」
と
い
う
語
と
宛
所
を
さ
す
文

言
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
あ
ろ
う
。
一
行
目
の

「
神
用
米
料
所
事
」
は
文
書
の
右
端
と
は
余

白
が
わ
ず
か
し
か
な
く
、
こ
の
行
の
前
に
宛

所
を
書
い
た
行
が
本
来
は
あ
っ
た
（
現
在
は

切
り
取
ら
れ
て
無
く
な
っ
て
い
る
）
可
能
性

が
あ
る
。
「
神
用
米
」
と
あ
る
の
で
得
倉
郷

を
寄
附
さ
れ
た
相
手
は
神
社
あ
る
い
は
寺

院
と
み
ら
れ
る
。
神
仏
習
合
の
時
代
な
の
で

寺
院
の
鎮
守
社
や
守
護
神
に
寄
附
し
た
可

能
性
も
あ
り
、
寺
院
が
宛
所
と
い
う
こ
と
も

あ
り
得
よ
う
。 

こ
の
文
書
は
尊
氏
が
ど
こ
か
の
寺
社
に

得
倉
郷
を
寄
附
し
た
と
い
う
、
一
見
し
て
簡

略
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
少
し
深
読

み
す
る
と
、
そ
の
寺
社
の
神
用
米
の
徴
収
か

ら
一
円
不
輸
料
所
の
寄
附
に
至
る
変
化
の

過
程
と
そ
の
背
景
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。 

尊
氏
の
寄
進
以
前
に
は
、
こ
の
「
神
用
米
」

は
「
当
国
之
乃
貢
」
か
ら
納
め
ら
れ
て
き
た
。

「
当
国
之
乃
貢
」
と
は
得
倉
郷
の
あ
る
駿
河

国
の
官
物
年
貢
で
あ
る
。
そ
れ
も
荘
園
を
除

い
た
公
領
（
国
衙
領
）
の
年
貢
と
み
る
べ
き

で
あ
る
。
得
倉
郷
の
よ
う
な
駿
河
の
公
領

（
国
衙
領
）
を
支
配
し
て
い
る
の
は
駿
河
の

国
衙
で
あ
る
か
ら
、
国
衙
が
公
領
か
ら
徴
収

し
た
官
物
年
貢
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
寺
社
に

「
神
用
米
」
を
納
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
神
用
米
」
を
徴
収
し
て
き
た
所
領

は
明
確
で
な
く
、
そ
の
所
領
は
国
衙
が
任
意

に
決
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
公
領
の
年
貢
の

足
利
尊
氏
の
駿
河
国
得
倉
郷
寄
進
状

廣
田
浩
治 
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う
ち
か
ら
「
神
用
米
」
を
割
い
て
納
め
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
寺
社
へ
の
用
途
米
納
入
に

「
国
」
（
国
衙
・
公
領
）
が
関
わ
る
例
は
、

諸
国
の
一
宮
・
惣
社
の
よ
う
に
国
衙
に
依
存

す
る
性
格
の
強
い
社
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
（
井
上
寛
司
『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一

宮
制
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
。
と
す

れ
ば
こ
の
文
書
の
宛
所
と
な
っ
た
寺
社
も
、

一
宮
・
惣
社
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、

駿
河
国
衙
と
強
い
関
わ
り
が
あ
り
「
神
用

米
」
の
収
取
を
国
衙
と
公
領
に
依
存
し
て
い

る
寺
社
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

こ
こ
か
ら
尊
氏
の
寄
進
以
前
、
鎌
倉
期
か
ら

建
武
政
権
に
か
け
て
の
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ

て
い
な
い
駿
河
の
国
衙
と
公
領
の
寺
社
政

策
の
役
割
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。 ま

た
こ
う
し
た
国
衙
の
収
取
に
依
存
す

る
寺
社
の
用
途
米
徴
収
が
、
鎌
倉
後
期
に
は

地
頭
御
家
人
の
対
捍
に
よ
り
納
入
が
滞
り

が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
諸
国
で
広
く
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を

そ
の
寺
社
は
足
利
政
権
に
訴
え
た
に
ち
が

い
な
い
。
尊
氏
の
足
利
政
権
は
そ
れ
を
受
け

て
「
当
国
之
乃
貢
」
に
よ
る
「
神
用
米
」
納

入
を
や
め
、
「
一
円
不
輸
」
の
「
料
所
」
と

し
て
得
倉
郷
を
寄
附
す
る
こ
と
に
踏
み
切

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
寺

社
は
国
衙
の
年
貢
徴
収
権
を
含
む
領
主
権

全
般
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
衙
と

公
領
に
依
存
し
た
納
入
か
ら
寺
社
一
円
領

の
支
配
へ
、
と
い
う
変
化
も
国
衙
と
の
関
係

が
強
い
寺
社
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。 

こ
う
し
た
決
定
の
背
景
に
は
、
国
衙
に
つ

な
が
る
寺
社
と
守
護
地
頭
御
家
人
と
い
う
、

相
対
立
す
る
勢
力
の
権
益
を
保
障
し
そ
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に

あ
る
足
利
政
権
の
、
駿
河
に
お
け
る
政
策
判

断
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。 尊

氏
の
寄
進
以
前
に
は
、
鎌
倉
後
期
に
は

駿
河
の
公
領
に
も
国
司
・
守
護
で
あ
る
鎌
倉

幕
府
北
条
氏
の
支
配
が
及
ん
で
い
た
（
本
会

会
誌
一
〇
号
拙
稿
参
照
）
。
北
条
氏
も
こ
の

寺
社
に
対
す
る
「
神
用
米
」
納
入
を
「
当
国

之
乃
貢
」
に
よ
り
維
持
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
一
国
の
公
領
に
対
す
る

「
神
用
米
」
の
収
取
が
鎌
倉
幕
府
や
北
条
氏

の
創
出
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
以
前
の
中
世

国
衙
に
よ
る
賦
課
収
取
に
由
来
す
る
も
の

か
が
、
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
書
は
簡

略
な
内
容
な
が
ら
、
い
ま
だ
よ
く
分
か
っ
て

い
な
い
中
世
前
期
の
駿
河
の
国
衙
と
公
領

に
つ
い
て
の
手
が
か
り
の
一
つ
に
な
る
。 

尊
氏
に
よ
り
得
倉
郷
を
与
え
ら
れ
た
の

は
一
体
ど
の
寺
社
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
寺
社

は
「
当
国
之
乃
貢
」
か
ら
「
神
用
米
」
を
収

取
し
て
い
た
ほ
ど
の
寺
社
で
あ
る
。
国
衙
と

の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
ま
た
尊
氏
か
ら
直
々

に
得
倉
郷
を
寄
附
さ
れ
る
ほ
ど
の
寺
社
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
得
倉
郷

は
駿
河
と
は
い
え
伊
豆
国
に
近
接
し
北
条

氏
の
伝
統
的
な
勢
力
圏
に
近
い
。
さ
ら
に
そ

の
周
辺
に
は
鎌
倉
幕
府
及
び
北
条
氏
が
保

護
し
て
き
た
神
社
（
三
島
社
・
箱
根
権
現
・

伊
豆
走
湯
山
）
が
あ
る
。 

ま
た
中
世
の
得
倉
郷
は
、
室
町
後
期
の
延

徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
に
足
利
将
軍
よ
り
室

町
幕
府
の
幕
臣
布
施
氏
が
安
堵
さ
れ
て
い

る
こ
と
や
、
戦
国
期
に
徳
倉
城
が
あ
る
な
ど

が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
中
世
前
期
に
つ

い
て
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
本
文
書
は

得
倉
郷
の
中
世
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見

を
得
る
素
材
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

        

例
会
告
要
旨 

十
月
例
会 

静
岡
県
産
業
経
済
会
館
第
三
会
議
室 

十
月
二
十
二
日(

土)(

四
名
参
加) 

史
料
紹
介 

浜
松
荘
入
野
郷
八
柱
神

社
棟
札 

 
 
 
 
 
 

森
田
香
司 

 

本
報
告
は
、
森
田
が
八
月
末
に
棟

札
調
査
を
行
っ
た
成
果
と
し
て
、
新

発
見
の
中
世
の
棟
札
を
紹
介
し
た
も

の
で
あ
る
。
調
査
し
た
神
社
は
、
浜

松
市
西
区
（
現
在
は
中
央
区
に
区
名

変
更
）
入
野
町
に
あ
る
、
八
柱
神
社

で
あ
る
。
以
前
か
ら
中
世
の
棟
札
を

所
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

た
が
、
今
回
や
っ
と
調
査
す
る
こ
と

が
で
き
た
。 

一
、 

棟
札
の
点
数 

 

棟
札
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
も

の
は
全
部
で
二
七
点
あ
っ
た
。
そ
の

内
中
世
の
時
期
の
も
の
は
二
点
あ

り
、
一
点
は
寛
正
二
年
（
一
四
四
一
）

で
あ
り
、
も
う
一
点
は
永
禄
五
年
（
一

五
六
二
）
で
あ
る
。 

二
、 

棟
札
の
法
量 

 

年
代
的
な
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
た
め

か
、
一
程
度
の
決
ま
り
を
も
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
短
い
も
の

で
は
縦
四
〇
セ
ン
チ
、
長
い
も
の
で

は
一
八
三
セ
ン
チ
も
あ
っ
た
。
中
世

の
も
の
は
、
寛
正
の
も
の
は
約
六
一

セ
ン
チ
、
永
禄
の
も
の
は
四
〇
セ
ン

チ
と
や
や
短
い
。 

三
、 

二
点
と
も
釘
穴
痕
が
見
ら
れ
、 



神
社
の
本
殿
等
が
建
立
さ
れ
た
際
、

そ
の
棟
木
や
梁
に
打
ち
付
け
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。 

四
、 
翻
刻 

 

注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
中
世
だ
け

あ
っ
て
、
二
点
と
も
「
浜
松
庄
入
野

郷
」
と
荘
園
名
と
郷
名
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
棟
札
の
特
徴
で
あ

る
、
当
時
の
神
社
名
や
支
配
者
名
・

建
立
に
関
わ
っ
た
人
名
が
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
。 

（
一
） 

寛
正
二
年
棟
札 

 
 

年
号
記
載
は
「
完
正
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
干
支
は
「
辛
巳
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
年
代
的
に
は
誤
っ
て

い
な
い
。
願
主
は
「
中
海
三
郎
左
衛

門
」
で
、
特
に
他
の
史
料
に
は
見
え

な
い
人
名
で
あ
る
が
、
こ
の
名
前
が

「
巨
海
」
だ
と
す
る
と
、
浜
松
荘
代

官
大
河
内
真
家
の
弟
に
当
た
る
。
他

に
大
工
名
と
し
て
「
平
左
衛
門
」
、

「
入
野
郷
住
人
衛
門
尉
某
」
の
名
が

見
え
る
。
当
時
浜
松
荘
は
、
吉
良
氏

が
地
頭
で
あ
り
、
そ
の
代
官
と
し
て

三
河
国
衆
の
大
河
内
・
巨
海
・
高
橋

が
支
配
し
て
い
た
。 

（
二
） 

永
禄
五
年
棟
札 

 

左
右
端
の
破
損
が
ひ
ど
く
、
領
主

名
が
確
認
で
き
な
い
が
、
右
端
は
か

ろ
う
じ
て
飯
尾
と
読
め
な
く
も
な

い
。
ま
た
左
端
は
、
江
間
与
右
衛
門 

と
読
め
な
く
も
な
い
。
神
主
名
は
二

名
並
記
さ
れ
、
「
竹
村
又
衛
門
」
と

「
袴
田
茂
兵
衛
」
で
あ
る
が
、
そ
こ

だ
け
墨
の
色
が
濃
く
明
ら
か
に
異
筆

で
あ
る
の
で
、
後
か
ら
書
き
加
え
ら

れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

飯
尾
は
、
飯
尾
豊
前
守
で
あ
り
、

永
禄
三
年
に
飯
尾
乗
連
は
桶
狭
間
で

戦
死
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
飯
尾
は
乗
連
の
子
の
連
龍
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
連
龍
も
同
八
年
の

遠
州
忩
劇
の
際
、
駿
府
に
呼
び
出
さ

れ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
江
間
氏
は

飯
尾
氏
の
家
臣
で
、
引
間
城
が
家
康

に
攻
め
ら
れ
た
際
、
武
田
に
付
く
か

徳
川
に
付
く
か
で
兄
弟
で
争
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
一
族
で
あ
る
。 

 

こ
ち
ら
の
棟
札
の
年
代
で
問
題
な

の
は
、
桶
狭
間
戦
後
だ
と
い
う
こ
と

で
、
自
然
の
破
損
と
思
わ
れ
る
が
、

も
し
か
す
る
と
家
康
が
入
っ
て
く
る

直
前
で
も
あ
り
、
神
社
を
建
立
し
て

棟
札
を
書
い
た
後
、
家
康
の
遠
江
侵

入
時
に
そ
れ
以
前
の
領
主
の
名
前
を

意
図
的
に
消
し
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

今
回
は
中
世
の
二
点
の
み
取
り
上

げ
た
が
、
近
世
の
も
の
に
は
、
棟
札

と
い
う
よ
り
も
「
奉
加
札
」
、
す
な

わ
ち
近
世
に
よ
く
見
ら
れ
る
奉
加
帳

（
名
寄
帳
）
の
よ
う
な
も
の
が
二
点

あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
多
い
も
の
で
五

百
人
の
人
名
が
札
い
っ
ぱ
い
に
び
っ

し
り
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
翻
刻
は

大
変
で
は
あ
る
が
、
近
世
村
落
の
様

相
を
示
す
、
と
て
も
興
味
の
あ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の

翻
刻
も
合
わ
せ
て
行
い
、
報
告
書
に

ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。 

 

討
論
で
は
参
加
い
た
だ
い
た
小
和

田
会
長
を
始
め
と
し
て
坪
井
俊
三
氏

・
小
林
輝
久
彦
氏
の
両
幹
事
か
ら
貴

重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。 

 

報
告
後
、
久
保
田
昌
希
氏
が
入
野

郷
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
か
れ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
（
「
戦
国
大
名
今

川
氏
と
熊
野
社
領
」
『
論
集
戦
国
大

名
今
川
氏
』
二
〇
二
〇
年
）
。
今
後

合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

十
一
月
例
会 

静
岡
県
教
育
会
館
地
階
Ｄ
会
議
室 

十
一
月
二
十
五
日
（
土
）
（
一
四
人

参
加
） 

松
平
信
康
は
い
つ
ど
こ
で
亡
く
な
っ

た
の
か
―
本
多
隆
成
氏
よ
り
の
ご
批

判
を
う
け
て
― 

 
 
 

高
橋
陽
介 

 

先
に
報
告
者
は
信
康
事
件
を
「
天
正
七
年

（
一
五
七
九
）
八
月
四
日
、
徳
川
家
康
が
松

平
信
康
を
岡
崎
か
ら
追
放
し
た
事
件
」
と
再

定
義
し
、「
築
山
殿
は
処
断
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
」、「
信
康
は
自
刃
を
命
じ
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
」、「
信
康
は
二
俣
へ
送
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
」
な
ど
の
新
し
い
論
点
を
提
示

し
た
（「
松
平
信
康
事
件
の
虚
像
構
築
過
程

に
関
す
る
仮
説
お
よ
び
そ
の
検
証
」、『
城
』

二
三
四
号
、
二
〇
二
三
年
）。
今
回
の
報
告

は
、
七
月
例
会
に
お
け
る
本
多
隆
成
氏
に
よ

る
御
批
判
を
ふ
ま
え
て
拙
論
に
修
正
を
加

え
る
と
と
も
に
、
信
頼
で
き
る
史
料
に
も
と

づ
い
た
信
康
死
去
の
状
況
を
確
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

本
多
氏
に
よ
る
拙
論
批
判
の
う
ち
、
論
旨

に
関
わ
る
も
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。 

・「「
信
康
は
二
俣
で
自
刃
し
た
」
と
い
う
『
三

河
物
語
』
以
降
の
情
報
も
外
す
べ
き
だ
と
す

る
が
、
比
較
的
信
憑
性
の
高
い
『
当
代
記
』

で
は
、
そ
の
後
二
俣
に
移
さ
れ
、
九
月
十
五

日
に
生
害
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
次
史
料

で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
無
視
す
る

こ
と
は
妥
当
か
。」 

・「
五
徳
が
天
正
八
年
二
月
二
十
日
に
美
濃

へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
堀
江
に

蟄
居
し
て
い
た
信
康
が
二
月
に
亡
く
な
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
死
因
は
不
明
と
す

る
。
し
か
し
、
五
徳
が
織
田
家
へ
戻
る
に
は

織
田
方
と
の
や
り
と
り
や
調
整
の
期
間
が

必
要
で
、
九
月
に
亡
く
な
っ
て
戻
る
の
が
翌

年
二
月
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
不
自
然
な
こ

と
で
は
な
い
。」 

 

こ
れ
ら
の
御
指
摘
を
ふ
ま
え
、
報
告
者



は
、
家
康
が
信
康
死
去
の
事
後
処
理
を
お
こ

な
っ
た
時
期
を
史
料
に
よ
り
特
定
し
、
信
康

が
亡
く
な
っ
た
の
は
天
正
八
年
一
月
十
五

日
で
あ
る
と
し
た
。
信
康
死
去
の
翌
日
、
家

康
は
岡
崎
を
訪
問
し
、
二
月
五
日
ま
で
十
九

日
間
滞
在
し
た
。
岡
崎
滞
在
中
の
家
康
は
一

月
十
九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
、
そ

れ
ま
で
闕
所
と
な
っ
て
い
た
信
康
の
遺
領

を
配
分
し
た
。
さ
ら
に
家
康
は
一
月
二
十
四

日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
の
間
、
西
尾
で
織
田

方
の
重
要
人
物
（
も
し
く
は
信
長
本
人
）
と

交
渉
し
、
五
徳
の
帰
還
に
つ
い
て
の
取
り
決

め
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
が
ら
は
「
信
康
の
命
日
は
十
五
日
で
あ

っ
た
」
と
す
る
『
三
河
物
語
』
の
記
述
と
も

整
合
す
る
。 

 

ま
た
今
回
の
報
告
で
は
、『
家
忠
日
記
』

天
正
七
年
六
月
五
日
条
の
解
釈
に
つ
い
て

も
見
直
し
を
お
こ
な
っ
た
。
従
来
同
史
料
は

「
信
康
と
五
徳
は
不
和
で
あ
っ
た
」
と
い
う

『
松
平
記
』
の
記
述
を
前
提
と
し
て
、
欠
損

部
分
に
は
「
御
新
造
様
」
が
あ
て
は
ま
る
も

の
と
し
、「
家
康
は
信
康
と
五
徳
の
仲
直
し

の
た
め
に
岡
崎
へ
来
た
」
と
解
釈
さ
れ
て
い

た
。
報
告
者
は
、
同
史
料
の
欠
損
部
分
に
は

「
信
康
御
母
様
」
が
あ
て
は
ま
る
も
の
と

し
、「
六
月
五
日
、
徳
川
家
康
は
疎
遠
と
な

っ
て
い
た
築
山
殿
と
の
関
係
を
修
復
す
る

た
め
に
、
岡
崎
を
訪
問
し
た
。
築
山
殿
は
こ

の
日
の
あ
る
時
刻
か
ら
家
康
の
居
所
へ
移

動
し
、
六
月
七
日
ま
で
の
三
日
間
を
過
ご
し

た
」
と
解
釈
し
た
。
報
告
者
は
こ
の
史
料
解

釈
に
よ
り
、「
信
康
と
五
徳
は
不
和
で
あ
っ

た
」「
築
山
殿
は
大
岡
弥
四
郎
事
件
に
関
与

し
て
い
た
」
と
す
る
新
行
紀
一
氏
以
降
の
学

説
に
否
定
的
見
解
を
の
べ
た
。 

 
今
回
の
報
告
で
は
、
本
多
隆
成
氏
の
ご
指

摘
を
ふ
ま
え
て
、
先
の
論
考
を
以
下
の
よ
う

に
修
正
し
た
。
信
康
は
天
正
八
年
一
月
十
五

日
、
蟄
居
先
の
堀
江
で
亡
く
な
っ
た
。
家
康

が
信
康
を
廃
嫡
し
た
理
由
は
「
信
康
の
資

質
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
信
康
と
五
徳
は

不
和
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
信
康
が
廃
嫡

さ
れ
た
の
は
完
全
に
徳
川
家
内
部
の
問
題

で
あ
っ
た
。 

 

質
疑
応
答
の
場
で
は
原
田
千
尋
氏
・
堀
江

信
宗
氏
・
本
多
隆
成
氏
・
松
永
澄
尚
氏
・
三

宅
真
人
氏
よ
り
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。 

 

 [

例
会
案
内] 

☆ 

一
月
例
会 

一
、 

日 

時 

一
月
二
十
七
日(

土)

午
後
三
時
～ 

二
、 

会 

場 

静
岡
労
政
会
館
五
階
第
２
会
議
室 

三
、 

報
告
者
及
び
報
告
名 

「
駿
府
・
清
水
の
米
蔵
」 柴 

雅
房
氏 

※
当
会
で
初
め
て
使
う
会
場
に
な
り

ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
お
間
違
え
の
な

い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
静

岡
駅
よ
り
西
へ
徒
歩
５
分
。
静
岡
商

工
会
議
所
会
館
の
あ
る
交
差
点
を
西

に
わ
た
っ
て
す
ぐ
で
す
。
東
側
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。 

 

☆ 

二
月
例
会（
東
部
例
会
） 

一
、
日 

時 

二
月
十
七
日
（
土
）
午
後
二

時
～ 

二
、
会 

場 

楽
寿
園
内
三

島
市
郷
土
資
料
館
視
聴
覚
室 

三
、
内
容 

厚
地
淳
司
氏
著
『
近
世
後
期

宿
駅
運
営
と
幕
府
代
官
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
二
三
年
、
十

月
刊
行
）
の
書
評
会 

書
評
者 

平
林
研
治
氏
・
南

隆
哲
氏
・
三
宅
真
人
氏 

※
書
評
者
が
三
人
の
た
め
、

開
会
を
二
時
か
ら
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

 

[

事
務
局
よ
り] 

一
、 

七
月
ま
で
の
報
告
希
望
は
ほ 

ぼ
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
多
く

の
報
告
希
望
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 

二
、
本
年
九
月
の
総
会
時
の
記
念
講

演
は
中
世
の
内
容
で
講
師
を
お
願
い

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
県
内
の

内
容
に
関
わ
る
方
で
講
演
を
聴
い
て

み
た
い
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
会
長

ま
た
は
事
務
局
森
田
ま
で
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。 
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